
仕 様 書 

                

１ 物品及び規格 

ハイオクガソリン  …JIS-K2202の規格に適合する 96オクタン価以上のもの 

レギュラーガソリン …JIS-K2202の規格に適合する 89オクタン価以上のもの 

軽油        …JIS-K2204の規格に適合するもの 

エンジンオイル   …SL級 5W-30以上の規格に適合するもの 

 

２ 給油所の条件 

（1）給油カードで給油ができること。 

 （2）原則、年中無休であること。ただし、乙が年末年始等で休業する場合は、事前に甲の

承諾を得た上で休業すること。 

 （3）原則、午前７時から午後８時までの間、給油できること。 

 

３ 給油カードの作成等 

 （1）落札決定後等に甲が給油カードの作成を依頼する場合は、FAX等により乙に依頼する。

給油カードの作成及び維持に係る費用は受注者の負担とする。 

なお、作成枚数は 60枚程度となる。 

 （2）乙は、作成依頼を受けた日から５日以内に甲へ給油カードを納品すること。 

 （3）契約満了時で不用になった給油カードは、甲の責任において裁断処分する。 


